
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規 

（
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
十
二
号
） 

改
正 

平
成 

 

元
年 

三
月 

十
三
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第 

二
号 

同 
 
 

二
年 

三
月 

 

八
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

一
号 

同 
 
 

四
年 

三
月 

十
九
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

一
号 

同 
 
 

六
年 

三
月 

 

八
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

三
号 

同 
 
 

九
年
十
二
月 

 

一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

七
号 

同 
 
 

九
年
十
二
月 

 

一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

八
号 

同 
 
 

十
年 

三
月 

三
十
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

二
号 

同 
 

十
一
年 
四
月 

 

七
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

四
号 

同 
 

十
一
年
十
二
月 

十
六
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

八
号 

同 
 

十
二
年 

五
月 

 

二
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

三
号 

同 
 

十
二
年 

九
月
二
十
二
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

六
号 

同 
 

十
三
年 

三
月 

三
十
日
同 
 
 
 
 
 
 
 

第 

三
号 

同 
 

十
三
年 

七
月 

 

五
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

五
号 

同 
 

十
三
年
十
二
月 

十
八
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

六
号 

同 
 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

四
号 

同 
 

十
四
年 

五
月 
 

一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

八
号 

同 
 

十
四
年 

五
月 

 

七
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

九
号 

同 
 

十
四
年 

六
月 

十
四
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

十
号 

同 
 

十
四
年 

十
月 

 

三
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
十
三
号 

同 
 

十
四
年 

十
月 

十
一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
十
四
号 

同 
 

十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

七
号 

同 
 

十
六
年 

九
月
二
十
八
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

四
号 

同 
 

十
七
年 

三
月
二
十
五
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

一
号 

同 
 

十
八
年 

十
月 

十
八
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

八
号 

同 
 

十
九
年 

三
月
二
十
八
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

二
号 

同 
 

二
十
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

四
号 

同 

二
十
一
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

四
号 

同 

二
十
一
年 

七
月
二
十
三
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第 

七
号 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
（
以
下
「
館
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
作
成
す
る
統
計
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
、
館
の
運
営

の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、
館
の
業
務
の
改
善
及
び
能
率
の
向
上
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
統
計
の
種
類
） 

第
二
条 

こ
の
内
規
に
基
づ
く
統
計
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

基
本
統
計 

前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
基
本
的
に
必
要
と
す
る

統
計
を
い
う
。 

二 

特
別
統
計 

前
号
の
統
計
以
外
の
統
計
で
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
総
務
部
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。 

（
統
計
年
度
） 

第
三
条 

こ
の
内
規
に
お
い
て
「
統
計
年
度
」
と
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。 

（
基
本
統
計
） 

第
四
条 

基
本
統
計
の
名
称
及
び
統
計
報
告
の
様
式
並
び
に
統
計
調
査
を
実
施

す
る
部
局
（
関
西
館
及
び
国
際
子
ど
も
図
書
館
を
含
む
。
以
下
「
実
施
部

局
」
と
い
う
。
）
は
、
総
務
部
長
が
定
め
る
。 

２ 
基
本
統
計
の
集
計
期
間
は
、
統
計
年
度
と
同
一
と
す
る
。 

（
特
別
統
計
） 

第
五
条 

特
別
統
計
の
名
称
、
集
計
期
間
及
び
統
計
報
告
の
様
式
並
び
に
実
施

部
局
は
、
総
務
部
長
が
定
め
る
。 



 

（
基
本
統
計
報
告
の
作
成
及
び
提
出
） 

第
六
条 

基
本
統
計
の
統
計
報
告
は
、
総
務
部
企
画
課
に
お
い
て
毎
統
計
年
度

の
基
本
統
計
の
統
計
調
査
の
結
果
を
集
約
し
た
上
で
作
成
し
、
館
長
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

基
本
統
計
の
統
計
報
告
は
、
翌
統
計
年
度
の
五
月
三
十
一
日
（
総
務
部
長

が
別
に
定
め
る
統
計
に
あ
っ
て
は
、
七
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
館
長
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

当
該
期
日
以
前
で
あ
っ
て
も
、
基
本
統
計
の
統
計
報
告
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
特
別
統
計
報
告
の
作
成
及
び
提
出
） 

第
七
条 

特
別
統
計
の
統
計
調
査
の
結
果
の
集
約
並
び
に
統
計
報
告
の
作
成
及

び
館
長
へ
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
総
務
部
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
基
本
統
計
報
告
の
掲
載
） 

第
八
条 

基
本
統
計
の
統
計
報
告
は
、
総
務
部
総
務
課
に
お
い
て
編
集
の
上
、

国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

る
報
告
書
に
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
統
計
調
査
等
の
総
合
調
整
） 

第
九
条 

総
務
部
長
は
、
こ
の
内
規
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
専
ら
統
計
上
の
見

地
か
ら
、
統
計
調
査
の
実
施
及
び
統
計
報
告
の
提
出
に
つ
い
て
総
合
的
な
調

整
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
し
、
基
本
統
計

第
十
八
号
に
係
る
規
定
は
昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
、
基
本
統
計
第
二

十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
係
る
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
、

そ
の
他
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。 

２ 

国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
（
昭
和
三
十
七
年
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第

十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
元
年
三
月
十
三
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
年
三
月
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
四
年
三
月
十
九
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
六
年
三
月
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
三
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
六
年
三
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
九
年
十
二
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
七
号
）
抄 

１ 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
九
年
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定
中
様
式
第
八
に
係
る
部
分
は
平
成
九
年

度
分
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
施
行
の
日
＝
平
成
九
年
十
二
月
一
日
） 

 
 
 

附 
則
（
平
成
九
年
十
二
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
八
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
図
書
複
写
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
九
年
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 
 
 
 

（
施
行
の
日
＝
平
成
九
年
十
二
月
一
日
） 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
年
三
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
学
術
文
献
録
音
テ
ー
プ
利
用
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
二
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
施
行
の
日
＝
平
成
十
年
四
月
一
日
） 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
一
年
四
月
七
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
三
十
一
号
）
中
第
二
十
一
条
第
三
号
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
十
一
年
度
分
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
施
行
の
日
＝
平
成
十
一
年
四
月
七
日
） 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
一
年
十
二
月
十
六
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
八
号
）
抄 

１ 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

規
則
（
平
成
十
一
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
施
行
の
日
＝
平
成
十
二
年
一
月
一
日
） 

３ 

平
成
十
一
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
統
計
年
度
に
係
る
国
立
国
会
図
書
館
統

計
内
規
第
四
条
の
表
中
第
十
六
号
の
複
写
関
係
許
認
可
等
統
計
の
う
ち
支
部

上
野
図
書
館
が
統
計
調
査
を
実
施
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十

二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
当
該
年
度
が
完
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
二
年
五
月
二
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
三
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
二
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
二
年
九
月
二
十
二
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
六
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
三
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
三
年
七
月
五
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
五
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
三
年
七
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
六
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
五
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
八
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
五
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
五
月
七
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
九
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
五
月
七
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
国
立
国
会

図
書
館
統
計
内
規
の
規
定
は
、
同
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
六
月
十
四
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
十
号
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
様
式
第
十
七
の
規
定
は
、
同

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
第
四
条
に
規
定
す
る
館
内
閲
覧
利
用
統
計
の

資
料
室
利
用
状
況
に
係
る
平
成
十
四
年
六
月
分
の
基
本
統
計
報
告
の
作
成
に

つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規



様
式
第
十
三
⑶
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
様
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

［
略
］ 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
十
月
三
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
十
三
号
）
抄 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
十
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
の
規
定

（
第
四
条
の
表
第
十
九
号
の
二
の
項
に
係
る
部
分
及
び
様
式
第
十
九
の
二
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
十
月
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
十
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
十
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
七
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一

日
以
後
に
実
施
さ
れ
る
統
計
調
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
実
施
さ
れ

た
統
計
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則
（
平
成
十
八
年
十
月
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
八
号
） 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
八
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
様
式
第
二

及
び
様
式
第
十
三
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
実
施
さ
れ
る

統
計
調
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
実
施
さ
れ
た
統
計
調
査
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
様
式
第
十

一
及
び
様
式
第
十
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
実
施
さ
れ

る
統
計
調
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
実
施
さ
れ
た
統
計
調
査
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
統
計
内
規
の
規
定
は
、

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
実
施
さ
れ
る
統
計
調
査
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
実
施
さ
れ
た
統
計
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
三
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
七
号
） 



 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


